
 

黒石市教育委員会会計年度任用職員任用規則をここに公布する｡ 

 

令和４年３月３０日 

 

黒石市教育委員会教育長 山 内 孝 行    

 

黒石市教育委員会規則第１号 

 

黒石市教育委員会会計年度任用職員任用規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、黒石市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が任用

する会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

２ 教育委員会が任用する会年度任用職員に関する事項でこの規則に定めのない

ものについては、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）その他の法令及び市の条例、当該条例に基づく規則その他の規程の定め

るところによる。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 会計年度任用職員 法第２２条の２第１項に規定する非常勤の職員をい

う。 

(2) 所属長 次のアからエまでに掲げる者をいう。 

ア 黒石市教育委員会事務局の組織等に関する規則（平成３年黒石市教育委

員会規則第１号）第６条に規定する課長 

イ 黒石市立学校設置条例（昭和３９年黒石市条例第２７号）に規定する学

校の校長 



 

ウ 黒石市青少年相談センター規則（平成１９年黒石市教育委員会規則第１

７号）第３条第２項に規定する所長 

エ 黒石市立子ども館設置条例（昭和５０年黒石市条例第３１号）第４条第

１項第１号に掲げる館長 

（職務等） 

第３条 教育委員会が任用する会計年度任用職員（以下「教育委員会会計年度任

用職員」という。）の職名、勤務場所及び職務は、別表に定めるところによる。 

（任用の手続） 

第４条 教育委員会会計年度任用職員は、当該会計年度任用職員の職務の遂行に

必要な能力を有する者のうちから、競争試験又は選考により教育委員会が任用

する。 

２ 前項の規定による選考は、公募によるものとする。ただし、次の各号のいず

れかに該当する場合は、公募によらないことができる。 

(1) 教育委員会会計年度任用職員の職に必要とされる職務遂行能力、職務の

専門性、採用の緊急性等の事情から、公募により難いと教育委員会が認める

場合 

(2) 前年度に設置されていた職又は当該年度に設置されている職（以下この

号において「当該職」という。）に任用されていた教育委員会会計年度任用

職員を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする

場合において、面接及び当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、その

能力の実証を行うことができると教育委員会が認める場合 

（任期） 

第５条 教育委員会会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する

会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。 

（勤務時間） 

第６条 教育委員会会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当

たり３５時間以内とし、その具体的な勤務時間及び勤務の割振りは、所属長が



 

定める。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、教育委員会会計年度任用職員に関し必要

な事項は、教育長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に教育委員会会計年度任用職員として任用されている

者については、この規則の相当規定により任用されたものとみなす。 

（黒石市特別支援教育支援員規則等の廃止） 

３ 次に掲げる規則は、廃止する。 

(1) 黒石市特別支援教育支援員規則（平成２４年黒石市教育委員会規則第５

号） 

(2) 黒石市「ＵＰる」先生任用規則（平成２６年黒石市教育委員会規則第２

号） 

(3) 黒石市歴史文化専門員設置規則（平成１２年黒石市教育委員会規則第５

号） 

（黒石市学習適応指導教室運営規則の一部改正） 

４ 黒石市学習適応指導教室運営規則（平成１９年黒石市教育委員会規則第２３

号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項を次のように改める。 

 ２ 相談員の任用、勤務条件その他必要な事項については、教育委員会が別に

定める。 

  第５条第３項から第８項までを削る。 



 

  第８条の見出しを「（手続）」に改める。 

（黒石市青少年相談センター規則の一部改正） 

５ 黒石市青少年相談センター規則（平成１９年黒石市教育委員会規則第１７

号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項中「所長」の次に「、専任指導員」を加え、同条第２項中「事

務」を「業務」に、「当該職員」を「所属職員」に改め、同条第３項中「職

員」を「専任指導員及びその他の職員」に、「相談センターの事務」を「前条

及び第５条第２項に規定する業務」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ４ 専任指導員及びその他の職員の任用、勤務条件その他必要な事項について

は、教育委員会が別に定める。 

別表（第３条関係） 

職名 勤務場所 職務 

１ 事務員 教育委員会事務局

の各課 

(1) 文書の作成及び管理 

(2) 窓口業務 

(3) 各種事業に係る補助 

(4) その他所属長が必要と認める業務 

２ 用務員 各学校 (1) 学校の環境整備 

(2) 学校施設の小破修繕 

(3) 学校給食業務の補助 

(4) その他所属長が必要と認める業務 

３ 栄養士 各学校 (1) 学校給食の献立作成、衛生管理及び食

物アレルギー対応業務 

(2) 食育指導 

(3) 給食員に対する指導及び助言 

(4) その他所属長が必要と認める業務 

４ 給食員 各学校 (1) 学校給食の調理業務 

(2) 学校給食施設の設備、器具等の清掃・

 整理業務 

(3) その他所属長が必要と認める業務 

５ 特別支援教

育支援員 

各学校 (1) 教育上特別な支援が必要な児童生徒に

対する次に掲げる業務 

ア 基本的生活習慣確立のための学校生

 活上の介助  

イ 学習活動、教室移動等における安全



 

 の確保  

ウ 健康状態の観察  

エ 学校行事における介助  

(2) その他所属長が必要と認める業務 

６ 学習適応指

導相談員 

 

 

 

 

 

 

学習適応指導教室 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 不登校児童生徒に対する学校復帰の支

援、社会的自立を促すための次に掲げる

業務 

ア 学習指導 

イ 集団生活への適応指導 

ウ 情緒の安定及び基本的生活習慣の改

 善のための相談並びに適応指導 

(2) その他所属長が必要と認める業務 

７ 算数・数学

指導員（ＵＰ

る先生） 

各学校 (1) 小学校における算数の教科指導 

(2) 中学校における数学の教科指導 

８ 専任指導員 青少年相談センタ

ー 

黒石市青少年相談センター規則第３条第３

項に規定する業務 

９ 図書奉仕員 社会教育課 (1) 図書の貸出し、調査及び選定に関する

業務 

(2) 蔵書の管理に関する業務 

(3) 主催事業及び共催事業の企画に関する

業務 

(4) その他所属長が必要と認める業務 

１０ 事務員 黒石ほるぷ子ども

館 

(1) 図書の貸出し、調査及び選定に関する

業務 

(2) 蔵書の管理に関する業務 

(3) 主催事業及び共催事業の企画に関する

業務 

(4) その他所属長が必要と認める業務 

１１ 追子野木

公民館長 

追子野木公民館 (1) 教育長の権限に属する事務の一部を公

民館長に委任する規程（昭和３６年黒石

市教育委員会訓令第１号）第２条に規定

する事務 

(2) 所属の事務員の指揮監督 

１２ 事務員 追子野木公民館 (1) 黒石市立公民館条例（平成１８年黒石

市条例第２７号）第３条に規定する事業

に関する業務 

(2) その他追子野木公民館長が必要と認め

る業務 

１３ 歴史文化

専門員 

文化スポーツ課 (1) 文化財及び伝統的建造物群保存地区の

調査及び研究並びに周知に関する業務 

(2) 歴史文化の資料の整理に関する業務 



 

(3) その他所属長が必要と認める業務 

 

 


